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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シールド層把持部及びシール部からなり、シールド電線の端末の外被上に嵌着されるゴ
ム栓と、シールド電線の端末を段剥ぎして露出されたシールド層のシールド層折返し部分
を前記ゴム栓のシールド層把持部に把持し、前記ゴム栓を前記シールド電線の外被に固定
する金属製の固定部材とを備えたシールド電線の端末処理構造において、
　前記固定部材が前記ゴム栓のシールド層把持部の上に嵌着される内部固定リングと、そ
の上に被せられるシールド層折返し部分を介して嵌着される外部固定リングとからなり、
　該外部固定リングを圧着することにより、前記シールド層折返し部分を内外部固定リン
グ間に挟持すると共に、前記シールド層折返し部分を前記ゴム栓のシールド層把持部の上
方に把持することを特徴とするシールド電線の端末処理構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は自動車等に配索されるワイヤーハーネス用のシールド電線を接続するシールドコ
ネクタに適用されるシールド電線の端末処理構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種のシールド電線の端末処理構造の一例として、図３に示すものが知られてい
る。この端末処理構造は、小径のシールド層把持部６Ａ及び大径のシール部６Ｂからなり
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、シールド電線１の端末の外被５上に嵌着される導電性ゴムで形成された筒状のゴム栓６
と、シールド電線１の端末を段剥ぎして露出された心線２、絶縁被覆層３及びシールド層
４において、シールド層４の自由端側を外側に折り返して形成されたシールド層折返し部
分４Ａをゴム栓６のシールド層把持部６Ａに把持し、ゴム栓６をシールド電線１の外被５
に固定する金属製の固定部材７とを備えたシールド電線の端末処理構造において、前記固
定部材７がシールド電線１の外被５上に直に嵌着される金属製の内部固定リング８と、そ
の上に順次被せられるシールド層折返し部分４Ａ及びゴム栓６のシールド層把持部６Ａを
介して嵌着される金属製の外部固定リング９とからなり、外部固定リング９を加締めて圧
着することにより、シールド層折返し部分４Ａ及びシールド層把持部６Ａを内外部固定リ
ング８、９間に挟持し、シールド層折返し部分４Ａをゴム栓６のシールド層把持部６Ａに
把持すると共に、ゴム栓６をシールド電線１の外被５に固定するように構成される。なお
、１０はシールド電線１の心線２に圧着により接続された端子である（特許文献１参照）
。
【０００３】
【特許文献１】
特開２０００－３４０３０４号公報（発明の詳細な説明の項の段落０００９乃至段落００
１２、図１）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
シールド電線の端末処理構造においては、シールド電線１の端末の外被５上にゴム栓６を
嵌着する際、シールド電線１の外被５の段剥ぎ端部５Ａの位置を基準にしてゴム栓６の位
置決めを行い、ゴム栓６のシールド層把持部６Ａを設計された所定位置に嵌着することが
望ましい。
【０００５】
しかしながら、従来のシールド電線の端末処理構造では、前記固定部材７の内部固定リン
グ８がシールド電線１の外被５上に直に嵌着されており、その上に外被内側のシールド層
４より外側に折り返したシールド層折返し部分４Ａを被せるので、外被５の段剥ぎ端部５
Ａがシールド層折返し部分４Ａで覆われ、段剥ぎ端部５Ａの位置を外側から目視すること
ができない。
【０００６】
このため、シールド電線１の外被５の段剥ぎ端部５Ａの位置を基準にして、シールド層折
返し部分４Ａの上に被せられるゴム栓６のシールド層把持部６Ａを位置決めすることが容
易でなく、ゴム栓６を外被５上の所定位置に正確に嵌着することができなくなり、ゴム栓
６の位置がずれ易くなる。
【０００７】
ゴム栓６の位置が所定位置からずれた状態で外被５に嵌着されて固定されると、前記シー
ルド電線１の端末処理構造を相手コネクタと接続する際、ゴム栓６のシール部６Ｂが相手
コネクタのゴム栓挿入口（図示せず）に嵌合、密着しなくなる。また、弾性に乏しい金属
製の内部固定リング８がシールド電線１の外被５上に直に嵌着され、外被５との間に隙間
が生じ易いため、ゴム栓６と外被５との密着性も低下する。その結果、従来のシールド電
線１の端末処理構造は防水性能が低下するという問題があった。
【０００８】
更に、従来の端末処理構造では、シールド層４のシールド層折返し部分４Ａがゴム栓６の
シールド層把持部６Ａを介して金属製の内外部固定リング８、９間に挟持されるため、シ
ールド電線１のシールド層４をコネクタ接続部を通してアースに落とすことができるよう
に、ゴム栓６を導電性ゴムで形成して導電性を持たせる必要がある。このため、ゴム栓６
を製作する費用が嵩み、端末処理構造のコストが高くなるという問題があった。
【０００９】
本発明は上記に鑑み生まれたもので、防水性能に優れ、且つ、安価なシールド電線の端末
処理構造を提供することを目的とするものである。
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【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明のシールド電線の端末処理構造は、シールド層把持
部及びシール部からなり、シールド電線の端末の外被上に嵌着されるゴム栓と、シールド
電線の端末を段剥ぎして露出されたシールド層のシールド層折返し部分を前記ゴム栓のシ
ールド層把持部に把持し、前記ゴム栓を前記シールド電線の外被に固定する金属製の固定
部材とを備えたシールド電線の端末処理構造において、
　前記固定部材が前記ゴム栓のシールド層把持部の上に嵌着される内部固定リングと、そ
の上に被せられるシールド層折返し部分を介して嵌着される外部固定リングとからなり、
　該外部固定リングを圧着することにより、前記シールド層折返し部分を内外部固定リン
グ間に挟持すると共に、前記シールド層折返し部分を前記ゴム栓のシールド層把持部の上
方に把持する構成になっている。
【００１１】
このような端末処理構造によると、ゴム栓をシールド電線の外被上に嵌着した後、シール
ド層の露出された自由端を外被の段剥ぎ端部を超えて外側に折り返したシールド層折返し
部分を、ゴム栓のシールド層把持部の上に嵌着された内部固定リングの上に被せることに
なり、ゴム栓を外被に嵌着するときには、まだシールド電線の外被の段剥ぎ端部がシール
ド層折返し部分で覆われず、段剥ぎ端部の位置を外側から容易に目視することができる。
【００１２】
従って、シールド電線の外被の段剥ぎ端部の位置を基準にして、ゴム栓のシールド層把持
部を位置決めすることが容易になり、ゴム栓を外被上の所定位置に精度よく嵌着すること
ができ、ゴム栓の位置ずれを防止し得る。
【００１３】
よって、シールド電線の端末処理構造を相手コネクタと接続する際、ゴム栓のシール部が
相手コネクタのゴム栓挿入口に嵌合、密着するほか、ゴム栓と外被との間に隙間が生じず
、ゴム栓の弾性力により、ゴム栓と外被との密着性が増し、シールド電線の端末処理構造
の防水性能を向上させることができる。
【００１４】
更に、シールド層のシールド層折返し部分が直に金属製の内外部固定リング間に挟持され
るため、ゴム栓に導電性を持たせなくても、シールド電線のシールド層をコネクタ接続部
を通してアースに落とすことが可能になるので、ゴム栓を製作する費用が軽減され、安価
な端末処理構造を得ることができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施形態を図面により詳細に説明する。図１は本発明に係るシールド電線
１１の端末処理構造の一実施形態を示すもので、（ａ）は縦断面図、（ｂ）は（ａ）のＸ
－Ｘ線矢視横断面図である。
【００１６】
本実施形態のシールド電線１１の端末処理構造は、小径のシールド層把持部１６Ａ及び大
径のシール部１６Ｂからなり、シールド電線１の端末の外被１５上に嵌着される弾性を有
する絶縁性ゴムを成形して形成された筒状（図示例は円筒状）のゴム栓１６と、シールド
電線１１の端末を段剥ぎして露出された心線１２、ゴム、プラスチック絶縁材料を押出し
被覆して形成された絶縁被覆層１３及び多数本の例えば細銅線からなる編組線を編み上げ
て形成されたシールド層１４において、シールド層１４の自由端側を外側に折り返して形
成されたシールド層折返し部分１４Ａをゴム栓１６のシールド層把持部１６Ａに把持し、
ゴム栓１６をシールド電線１１の外被１５に固定する金属製の固定部材１７とを備える。
【００１７】
更に詳細に説明すると、ゴム栓１６のシール部１６Ｂの内外周面には長手方向に沿って環
状波形突起１６Ｂ１が形成されている。環状波形突起１６Ｂ１が形成されていると、シー
ルド電線１１の外被１５及び相手コネクタのゴム栓挿入口（図示せず）との接触面圧力を
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大きくしてシール性をより高めることができるので好ましい。
【００１８】
また、固定部材１７は、ゴム栓１６のシールド層把持部１６Ａの上に嵌着される銅材等の
導電性を有する金属製の内部固定リング１８と、その上に被せられるシールド層１４のシ
ールド層折返し部分１４Ａを介して嵌着される銅材等の導電性を有する金属製の外部固定
リング１９とからなる。そして、外部固定リング１９を加締めて圧着することにより、シ
ールド層折返し部分１４Ａを内外部固定リング１８、１９間に挟持すると共に、シールド
層折返し部分１４Ａをゴム栓１６のシールド層把持部１６Ａに把持し、ゴム栓１６をシー
ルド電線１１の外被１５に固定するようになっている。なお、２０はシールド電線１１の
心線１２に圧着により接続された端子である。本実施形態のシールド電線１１の端末処理
構造は以上のような構成になっている。
【００１９】
本発明の端末処理構造によると、ゴム栓１６をシールド電線１１の外被１５上に嵌着した
後、シールド層１４の露出された自由端を外被１５の段剥ぎ端部１５Ａを越えて外側に折
り返したシールド層折返し部分１４Ａを、ゴム栓１６のシールド層把持部１６Ａの上に嵌
着された内部固定リング１８の上に被せることになり、ゴム栓１６を外被１５に嵌着する
ときには、まだシールド電線１１の外被１５の段剥ぎ端部１５Ａがシールド層折返し部分
１４Ａで覆われず、段剥ぎ端部１５Ａの位置を外側から容易に目視することができる。
【００２０】
従って、シールド電線１１の外被１５の段剥ぎ端部１５Ａの位置を基準にして、ゴム栓１
６のシールド層把持部１６Ａを位置決めすることが容易になり、ゴム栓１６を外被１５上
の所定位置に精度よく嵌着することができ、ゴム栓１６の位置ずれを防止し得る。
【００２１】
よって、シールド電線１１の端末処理構造を相手コネクタと接続する際、ゴム栓１６のシ
ール部１６Ｂが相手コネクタのゴム栓挿入口（図示せず）に嵌合、密着するほか、ゴム栓
１６と外被１５との間に隙間が生じず、ゴム栓１６の弾性力により、ゴム栓１６と外被１
５との密着性が増し、シールド電線１１の端末処理構造の防水性能を向上させることがで
きる。
【００２２】
更に、シールド層１４のシールド層折返し部分１４Ａが直に金属製の内外部固定リング１
８、１９間に挟持されるため、ゴム栓１６に導電性を持たせなくても、シールド電線１１
のシールド層１４をコネクタ接続部を通してアースに落とすことが可能になるので、ゴム
栓１６を製作する費用が軽減され、安価な端末処理構造を得ることができる。
【００２３】
次に、本発明のシールド電線の端末処理構造を得るための端末処理方法を、図２（ａ）乃
至（ｄ）に基づいて説明する。先ず、図２（ａ）に示すように、ゴム栓１６のシールド層
把持部１６Ａの上に予め固定部材１７の内部固定リング１８を嵌着した状態のゴム栓１６
を、そのシールド層把持部１６Ａが後ろ向きになるようにして、シールド電線１１の端末
の外被１５上に自由端側から挿入し、シールド電線１１の端末の段剥ぎ処理を邪魔しない
ような奥側位置に寄せておく。
【００２４】
次に、図２（ｂ）に示すように、シールド電線１１の端末の所定部位を外被１５側から順
次段剥ぎして、心線１２、絶縁被覆層１３及びシールド層１４を各所定長露出させて段剥
ぎ処理する。
【００２５】
次に、図２（ｃ）に示すように、シールド層把持部１６Ａの上に固定部材１７の内部固定
リング１８が嵌着されたゴム栓１６を、シールド電線１１の前記奥側位置からシールド電
線１１における外被１５の段剥ぎ端部１５Ａ近傍まで移動させ、その段剥ぎ端部１５Ａの
位置を基準にして、ゴム栓１６のシールド層把持部１６Ａの位置決めを行う。図示例では
、外被１５の段剥ぎ端部１５Ａの縁にシールド層把持部１６Ａの先端が一致するようにし
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て位置決めを行う。このようにして、ゴム栓１６を外被１５上の所定位置に嵌着する。
【００２６】
次に、図２（ｄ）に示すように、シールド電線１１の露出されたシールド層１４の自由端
を外被１５の段剥ぎ端部１５Ａを越えて外側に１８０度折り返して形成されたシールド層
折返し部分１４Ａを、ゴム栓１６のシールド層把持部１６Ａの上に嵌着されている内部固
定リング１８の上に被せる。更に、そのシールド層折返し部分１４Ａの上に固定部材１７
の外部固定リング１９を嵌着する。
【００２７】
次に、図２（ｄ）に示す状態の外部固定リング１９を、図１（ｂ）に示すように、周方向
に９０度間隔で４方向から加締めて圧着することにより、シールド層折返し部分１４Ａを
内外部固定リング１８、１９間に挟持すると共に、シールド層折返し部分１４Ａをゴム栓
１６のシールド層把持部１６Ａに把持し、ゴム栓１６をシールド電線１１の外被１５に固
定し、シールド電線１１の心線１２に端子２０（図１（ａ）参照）を圧着により接続する
。このようにして、図１（ａ）（ｂ）に示すような構成の端末処理構造を得る。
【００２８】
なお、前記端末処理方法では、固定部材１７の内部固定リング１８を予めゴム栓１６のシ
ールド層把持部１６Ａの上に嵌着しておいたが、ゴム栓１６をシールド電線１１の端末に
挿入した後、若しくは、図２（ｂ）に示すように、シールド電線１１の端末を段剥ぎ処理
した後、又は、図２（ｃ）に示すように、ゴム栓１６を外被１５上の段剥ぎ端部１５Ａ近
傍まで移動させて、外被１５上の所定位置に嵌着した後、シールド電線１１の端末に挿入
し、ゴム栓１６のシールド層把持部１６Ａの上に嵌着するようにしてもよい。また、端子
２０の接続は、シールド電線１１の端末を段剥ぎ処理してから固定部材１７の外部固定リ
ング１９をゴム栓１６側に嵌着して圧着するまでの間のどの端末処理工程の間で行っても
よい。
【００２９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明のシールド電線の端末処理構造によると、シールド電線の端
末を段剥ぎして露出されたシールド層のシールド層折返し部分をゴム栓のシールド層把持
部に把持し、ゴム栓をシールド電線の外被に固定する金属製の固定部材が、ゴム栓のシー
ルド層把持部の上に嵌着される内部固定リングと、その上に被せられるシールド層折返し
部分を介して嵌着される外部固定リングとからなり、外部固定リングを圧着することによ
り、シールド層折返し部分を内外部固定リング間に挟持するように構成されるので、ゴム
栓を外被に嵌着するときには、まだシールド電線の外被の段剥ぎ端部がシールド層折返し
部分で覆われず、段剥ぎ端部５Ａの位置を外側から容易に目視することができる。
【００３０】
従って、シールド電線の外被の段剥ぎ端部の位置を基準にして、ゴム栓のシールド層把持
部を位置決めすることが容易になり、ゴム栓を外被上の所定位置に精度よく嵌着すること
ができ、ゴム栓の位置ずれを防止し得る。
【００３１】
よって、シールド電線の端末処理構造を相手コネクタと接続する際、ゴム栓のシール部が
相手コネクタのゴム栓挿入口に嵌合、密着するほか、ゴム栓と外被との間に隙間が生じず
、ゴム栓の弾性力により、ゴム栓と外被との密着性が増し、シールド電線の端末処理構造
の防水性能を向上させることができる。
【００３２】
更に、シールド層のシールド層折返し部分が直に金属製の内外部固定リング間に挟持され
るため、ゴム栓に導電性を持たせなくても、シールド電線のシールド層をコネクタ接続部
を通してアースに落とすことが可能になるので、ゴム栓を製作する費用が軽減され、安価
な端末処理構造を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態を示すもので、（ａ）は縦断面図、（ｂ）は（ａ）のＸ－Ｘ
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線矢視横断面図である。
【図２】本発明のシールド電線の端末処理構造を得るための端末処理方法を工程順に示す
縦断面図で、（ａ）はゴム栓を予めシールド電線の端末に挿入した状態のもの、（ｂ）は
シールド電線の端末を段剥ぎ処理した状態のもの、（ｃ）はゴム栓をシールド電線の外被
の段剥ぎ端部近傍に嵌着した状態のものである。
【図３】従来のシールド電線の端末処理構造を示す一部断面正面図である。
【符号の説明】
１１　　　シールド電線
１２　　　心線
１３　　　絶縁被覆層
１４　　　シールド層
１４Ａ　　シールド層折返し部分
１５　　　外被
１５Ａ　　段剥ぎ端部
１６　　　ゴム栓
１６Ａ　　シールド層把持部
１６Ｂ　　シール部
１６Ｂ１　環状波形突起
１７　　　固定部材
１８　　　内部固定リング
１９　　　外部固定リング
２０　　　端子

【図１】 【図２】
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